
一時停止
して!

徐行して!

千葉県警察からのお知らせです

【道路交通法第７１条第２号】
幼児や身体障害者の通行の保護
車両等の運転者は、次に掲げる者が通行または歩行
しているときは、一時停止、または徐行してその通行
（歩行）を妨げないようにしなければならない。
①身体障害者用の車を利用している者
②白色または黄色の杖を携えた身体障害者
③盲導犬を連れた目の見えない者
④監護者の付き添わない児童・幼児

罰 則
３月以下の拘禁刑
又は５万円以下の罰金

違反点
２点

反則金
大型９千円 普通７千円
二輪６千円 原付５千円



どうろをあるくときの

3つのやくそく
1 どうろをあるくときは みぎのはしを
あるく

2

3

どうろをわたるときは…

しんごうはあおのときだけわたる

ほどう の しゃどうからとおいところを あるきます

わたっているときも、みぎ・ひだり を よくみながら わたりましょう。

問い合わせ先 ：千葉県 くらし安全推進課交通安全対策室 043-223-2263
千葉県・千葉県交通安全対策推進委員会
ち ば けん ち ば けん こう つう あん ぜん たい さく すい しん い いん かい

思いやり交通千葉～こども版～
おも こう つう ち ば ばん

R7.3作成

チーバくん

みぎ みぎひだり てをあげて わたる
くるま は きているかな

「とまる・みる・まつ」
1 2 3

どうろを わたるまえに

とまる
くるまが きていないか
みぎ、ひだりを

みる まつ
くるまがきていたら、
とおりすぎるまで

チーバくんもやってるよ！

飛び出し防止の あいことば
と だ ぼう し

←みぎのはし

くるまがとまったら

ちょっ
と

とまっ
て

チカチカしたら
つぎの あおまで
まってね

千葉県公式PRチャンネル
（YouTube）

チーバくんの
とまる・みる・まつ体操は
ここで見られるよ！

▼



保護者の皆様へ
小学校入学の時期、交通事故に遭いやすい傾向にあります

御家庭でも交通安全について
くり返しの指導をお願いします

このチャンネルは、GoogleLLCのサービスを利用の下、
千葉県警察本部総務部広報県民課が運用しています

ユーチューブ
千葉県警察公式チャンネル

ほ ご しゃ みな さま

こどもの歩行中死傷者数（2010年～2024年合計）
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背 ※千葉県警統計

正しく着用しましょう

安全基準を満たした
ヘルメットを着用しましょう。

※千葉県警察統計

（令和6年）


